
一

（
総
務
委
員
会
）

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
三
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

（
以
下
「
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
会
社
に
つ
い

て
、
電
気
通
信
技
術
に
関
す
る
研
究
に
係
る
責
務
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
商
号
の
変
更
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
日
本
の
国
籍

を
有
し
な
い
人
が
取
締
役
又
は
監
査
役
に
就
く
こ
と
を
禁
止
す
る
規
制
を
緩
和
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
の
電
気
通
信
技
術
に
関
す
る
研
究
の
推
進
及
び
そ
の
成
果
の
普
及
の
責
務
を
廃
止
す
る
。

二
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
商
号
の
変
更
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

三
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
人
が
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
の
代
表
取
締
役
に
就
任
す
る
こ
と
及
び
取
締
役
又
は
監
査

役
の
三
分
の
一
以
上
を
占
め
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
選
任
及

び
解
任
の
決
議
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
認
可
を
不
要
と
す
る
。



二

四
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
剰
余
金
の
処
分
の
決
議
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
認
可
を
不
要
と
す
る
。

五
、
政
府
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
令
和

七
年
に
開
会
さ
れ
る
国
会
の
常
会
を
目
途
と
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
た
め
の
法
律
案
を
国
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。


